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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
五
号

令
和
七
年
六
月
六
日
東
京
都
議
会
の
議
決
を
得
た
令
和
七
年
度
の

東
京
都
補
正
予
算
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号
）
第
二
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
駐
車
場
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

東
急
不
動
産
株
式
会
社

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
駐
車
場
事
業
第
五
十
一
号

渋
谷
駅
駐
車
場

三

事
業
施
行
期
間

令
和
七
年
六
月
十
七
日
か
ら
令
和
十
四
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

な
し

使
用
の
部
分

渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
地
内

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
七
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
ア
ル
カ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

廣
瀬

貴
士

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

文
京
区
湯
島
三
丁
目
四
十
七
番
十
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
五
五
七
四
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

二

処
分
年
月
日

令
和
七
年
六
月
三
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
七
日
間
（
令
和
七
年
六
月
十

八
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
八
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

有
限
会
社
サ
ン
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

㈡

代
表
者
氏
名

取
締
役

前
川

山
陽

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

世
田
谷
区
松
原
二
丁
目
三
十
一
番
七
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑸
第
八
〇
九
七
八
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
四
年
七
月
十
九
日

二

処
分
年
月
日

令
和
七
年
六
月
三
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
七
日
間
（
令
和
七
年
六
月
十

八
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
十
九
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

有
限
会
社
パ
ー
ム

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

定
山

健
次

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

世
田
谷
区
太
子
堂
四
丁
目
二
十
八
番
二
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑸
第
八
三
三
〇
四
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
六
年
七
月
二
日

二

処
分
年
月
日

令
和
七
年
六
月
三
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
七
日
間
（
令
和
七
年
六
月
十

八
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
ハ
ウ
ズ

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

関
野

朋
子

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

立
川
市
柴
崎
町
二
丁
目
三
番
八
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
七
二
三
三
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
六
年
十
一
月
二
十
一
日

二

処
分
年
月
日

令
和
七
年
六
月
三
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
七
日
間
（
令
和
七
年
六
月
十

八
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
）
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四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
一
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
ス
マ
イ
ル
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

柴

薦
文

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

千
代
田
区
神
田
佐
久
間
町
二
丁
目
十
五
番
地

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
三
三
二
七
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
三
年
八
月
二
十
六
日

二

処
分
年
月
日

令
和
七
年
六
月
三
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
七
日
間
（
令
和
七
年
六
月
十

八
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
七

十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

被
処
分
者

㈠

商
号

株
式
会
社
京
屋

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

京
極

文
暁

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
四
番
七
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑷
第
八
七
五
六
九
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
四
年
五
月
十
八
日

二

処
分
年
月
日

令
和
七
年
六
月
三
日

三

処
分
内
容

業
務
の
全
部
の
停
止
七
日
間
（
令
和
七
年
六
月
十

八
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で
）

四

適
用
条
項

宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
二
号

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
三
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
（
仮
称
）
府
中
朝
日
町
商
業
施
設
計
画
に
つ
い
て
、
環
境
影
響

評
価
書
案
（
以
下
「
評
価
書
案
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
概
要
の
提

出
が
あ
り
、
条
例
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
段

階
関
係
地
域
を
定
め
た
の
で
、
条
例
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
段
階
関
係
地
域
の
範
囲

府
中
市

朝
日
町
一
丁
目
、
朝
日
町
二
丁
目
、
朝
日
町
三
丁
目
、

紅
葉
丘
一
丁
目
、
紅
葉
丘
二
丁
目
、
紅
葉
丘
三
丁
目
、

多
磨
町
一
丁
目
、
多
磨
町
二
丁
目
及
び
多
磨
町
四
丁

目
の
区
域

調
布
市

西
町
及
び
野
水
一
丁
目
の
区
域

二

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
三
井
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

植
田

俊

中
央
区
日
本
橋
室
町
二
丁
目
一
番
一
号

三

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

（
仮
称
）
府
中
朝
日
町
商
業
施
設
計
画

自
動
車
駐
車
場
の
設
置

四

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
府
中
市
朝
日
町
三
丁
目
八
番
一
号
ほ
か
に
位
置

す
る
計
画
地
に
商
業
施
設
の
建
築
及
び
自
動
車
駐
車
場
の
設
置
を

行
う
も
の
で
あ
る
。

五

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
水
循
環
、
生
物
・
生

態
系
、
日
影
、
電
波
障
害
、
景
観
、
史
跡
・
文
化
財
、
自
然
と
の

触
れ
合
い
活
動
の
場
、
廃
棄
物
及
び
温
室
効
果
ガ
ス
に
つ
い
て
評

価
を
行
い
、
そ
の
結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

六

評
価
書
案
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
七
年
六
月
十
七
日
か
ら
同
年
七
月
十
六
日
ま
で
。
た
だ

し
、
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

府
中
市
生
活
環
境
部
環
境
政
策
課

府
中
市
宮
西
町
二
丁
目
二
十
四
番
地

府
中
市
役
所
「
お

も
や
」
三
階

イ

調
布
市
環
境
部
環
境
政
策
課

調
布
市
小
島
町
二
丁
目
三
十
五
番
地
一

ウ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁
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舎
十
九
階

エ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
、
郵
送
又
は
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
七
年
七
月
三
十
一
日

㈣

提
出
先

ア

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

イ

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス

入
力
先
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
e

nt／reading_guide／
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
二
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
南
砂
三

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

ひ

害
物
質
の
種
類

砒
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ

の
化
合
物
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公

告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

八
大
起
業

株
式
会
社

増
田

信
哉

杉
並
区
西
荻
北
三
丁

目
十
番
十
一
号

令
和
七
年
三
月

三
十
一
日

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
七
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

株
式
会
社

一
光

篠
宮

操

東
久
留
米
市
学
園
町

二
丁
目
一
番
二
十
七

号

令
和
七
年
四
月

三
十
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


